
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年２月２４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突（かき筏） 

発生日時 平成２２年８月９日（月） １３時２２分ごろ 

発生場所 広島県江田島市大奈
おおな

佐
さ

美
び

島北方沖 

安芸絵ノ島灯台から真方位１３３°１,６８０ｍ付近 

（概位 北緯３４°１６.９′ 東経１３２°２２.５′） 

事故調査の経過  平成２２年１０月５日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

水上オートバイ Ｓ Ｔ Ｘ
エスティーエックス

－１２Ｆ
エフ

、０.１トン 

 ２７０－４５８３８広島、有限会社テクニコ 

２.６６ｍ（Lr）×１.０７ｍ×０.４０ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、８８.３０kＷ、平成１８年７月 

 乗組員等に関する情報 船長  男性 ３６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

   免 許 登 録 日 平成１８年４月７日 

   免許証交付日 平成１８年４月７日 

          （平成２３年４月６日まで有効） 

 死傷者等 負傷 同乗者１人（気管負傷） 

 損傷 船首部外板に亀裂 

 事故の経過  本船は、船長ほか２人（大人）が乗船して大奈佐美島北部の砂浜から発

進し、船長が、本船最前部の操縦席に同乗者Ａを、最後部の座席に同乗者

Ｂをそれぞれ座らせ、両同乗者の間で中腰や立った姿勢で同乗者Ａの後方

からハンドルを握って操縦を行い、同砂浜と‘同砂浜の北方沖に設置され

たかき養殖施設’（以下「本件かき筏」という。）の間を旋回するなどして

遊走した。 

 

船長は、約１０～１５分間遊走したのち、大奈佐美島北方沖を時速約４

０～５０㎞/h の速力で東進中、本件かき筏に約１０ｍまで接近したので、

これを避けようとして右に急旋回したとき、船長のライフジャケットのベ

ルトにつかまっていた同乗者Ｂが、遠心力で左舷側に落水しそうになって

船長に強くしがみついたため、支えきれなくなった船長が同乗者Ｂととも

に左舷側に落水した。 

 本船は、船長が落水したことから、船長が左手に付けていたキルスイッ

チ（緊急停止スイッチ）が外れて機関が停止したが、同乗者Ａを乗せて惰

力で前進し、平成２２年８月９日１３時２２分ごろ、本件かき筏と衝突

し、同乗者Ａが負傷した。 
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 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風速 ４.３m/s、気温 ３３.１℃ 

 海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項  船長は、自身が所有するモーターボートに男性２人及び女性２人を乗せ

て大奈佐美島北部の砂浜に到着し、バーベキューなどを行っていたとこ

ろ、知人が本船を操縦してきて合流した。 

船長は、船長及び同乗者２人が乗った水上オートバイを操縦する場合、

同乗者２人を後部の座席に乗せるよりも、操縦席に同乗者１人を乗せ、そ

の後部からハンドルを握って操縦した方が落水しにくいと思っていたこと

から、これまでにも何度か操縦席に同乗者を乗せてその後部で操縦したこ

とがあったが、操縦席の同乗者を残して船長と後部座席の同乗者のみが落

水したことはなかった。 

 船長は、水上オートバイに乗船するときには、自ら操縦しなければなら

ないことは知っていたが、操縦席に同乗者を座らせてその後部からハンド

ルを握って操縦するのは問題ないと思っていた。 

船長は、同乗者Ａ及び同乗者Ｂ（いずれも女性）から落水させないよう

に頼まれていた。 

 船長は、ライフジャケットを着用し、キルスイッチコードに接続した

リストバンドを左手に巻いており、また、同乗者Ａ及び同乗者Ｂは、ベス

ト型のライフジャケットを着用していた。 

 船長は、自身も水上オートバイを所有し、５年くらい前から水上オート

バイを操縦しており、本船も友人から借りて何度も操縦したことがあった

ので、本船の操縦には慣れていた。 

本件かき筏は、約３ｍ四方で海面上約７０～８０cmの高さであった。 

分析 乗組員等の関与 あり 

船体・機関等の関与 なし 

気象・海象の関与 なし 

判明した事項の解析  本船は、大奈佐美島北方沖で３人が乗船して遊

走中、船長が、操縦席に同乗者Ａを座らせ、操縦

席後部の座席で操縦していた際、本件かき筏を避

けようとして時速約４０～５０㎞/h の速力で急旋

回したとき、船長が落水したことから、本船が惰

力で前進し、本件かき筏と衝突したものと考えら

れる。 

船長は、急旋回中に落水しそうになった同乗者

Ｂが、操縦席後部の座席で中腰や立った姿勢で操

縦していた船長に強くしがみついたことから、支

えきれなくなった船長が同乗者Ｂとともに本船の

左舷側に落水したものと考えられる。 

船舶職員及び小型船舶操縦者法に基づく小型船

舶操縦者の遵守事項として、小型船舶操縦者は、

水上オートバイに乗船するときは、自ら操縦しな

ければならないと定められていることから、船長

が、同乗者を操縦席に座らせ、操縦席後部の座席

で操縦したことは適切ではなく、船長は、同乗者

を後部座席に座らせ、自ら操縦席で操縦しなけれ
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  ばならなかった。 

原因  本事故は、本船が、大奈佐美島北方沖で遊走中、船長が、本件かき筏を

避けようとして時速約４０～５０㎞/h の速力で急旋回したとき、船長が落

水したため、本船が惰力で前進し、本件かき筏と衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

 




